
■富⼭県防災危機管理センター
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  （前編）令和５年
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  （前編）
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３階研修室�（富⼭市新総曲輪1-7）

１階多⽬的ホール （⾼岡市博労本町4-1）

展⽰・会議棟１階104会議室�（⿂津市宮津110）

介護事業所の
 BCP策定ワークショップ

BCPの策定が義務化

9/25
必着

(⽉)

（委託事業者）

 06-6359-7711   FAX 06-6359-7722
メール bcp@adi-saigaikenkyusyo.com

そもそもBCPって？

BCP「Bus ines s �Cont inu i t y �P lan（事業継続計画）」
企業が⾃然災害、⼤⽕災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合に、事業資産の損害
を最⼩限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、
平常時に⾏うべき活動や緊急時における事業継続のための⽅法、⼿段などを取り決めて
おく計画のこと。

お問合せ先

参加
無料

各回
先着
順

令和６年４⽉から介護事業所での
されます

令和５年

令和６（2024）年４⽉から、介護事業所でのBCPの策定が義務化されます。

「何から始めていいのかわからない」「BCPの作り⽅を知りたい」「専⾨家のアドバイスがほしい」
という事業所にオススメのワークショップです。

会 場・実施⽇ すべて14:00〜16:00�開催
     （13:40受付開始）

お申し込み

下記お問合せ先まで、メールまたはFAXにてお申し込み
ください。

定 員 各回     名（先着順）7010⽉３⽇(⽕)
11⽉８⽇(⽔)

申込み〆切

内 容
≪前 編≫
●�BCPを作成する際に想定する災害や優先業務の考え⽅
●�BCPに記載すべき事項と作成⼿順
●�通常業務の重要度や優先度の⾼い業務（意⾒交換）
≪後 編≫
●�BCPに記載すべき職員の⾮常参集や応援⼈員、
 �物資の⼿配等
●�通常業務の再開と災害時の初動対応、
 �代替施設での業務継続など（意⾒交換）

※各ワークショップ終了後、
 個別相談の時間を設けます。
           （事前申込者優先）

⼀般社団法⼈ADI災害研究所

10⽉４⽇(⽔)
11⽉９⽇(⽊)

10⽉11⽇(⽔)
11⽉14⽇(⽕)

10⽉16⽇(⽉)
11⽉22⽇(⽔)


